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津市告示第２１６号

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２４年１０月１７日

津市長  前 葉 泰 幸

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

岩﨑設備
鈴鹿市東玉垣町

１０１０番地の４

平成２４年１０月１５日から

平成２８年 ３月３１日まで

田中電器店
名張市安部田

９３０番地

平成２４年１０月１５日から

平成２８年 ３月３１日まで



津市告示第２１７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１４条の規定

に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規

定により次のとおり告示する。 

 平成２４年１０月１８日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ７ 平成２４年１０月 １日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月 １日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年１０月 ３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月 ３日 

津新町駅南第三公共自転車等駐車場 ７ 平成２４年１０月 ３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月 ５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２４年１０月 ５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月 ５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ６ 平成２４年１０月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年１０月１０日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年１０月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年１０月１１日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２４年１０月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年１０月１５日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２１８号

 下記に係る自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標は無効であ

ることを告示する。

  平成２４年１０月１９日

                    津市長  前 葉 泰 幸

記

自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標

許可証及び許可番号標 許可年月日 無効となった日

三重 １３－４５ 津 平成 23 年 10 月 21 日 平成 24 年 10 月 16 日

三重 １４－１８ 津 平成 23 年 11 月 10 日 平成 24 年 10 月 16 日

三重 １３－４８ 津 平成 24 年 2 月 23 日 平成 24 年 10 月 16 日

三重 １３－５９ 津 平成 24 年 3 月 16 日 平成 24 年 10 月 16 日

三重 １４－１６ 津 平成 24 年 5 月 2 日 平成 24 年 10 月 16 日

三重 １３－４２ 津 平成 24 年 5 月 15 日 平成 24 年 10 月 16 日



津市告示第２１９号 

 下記の者の差押解除通知書は、住所居所不明のため、送達することができな

いので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１０月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 差押解除通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２２０号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年１０月２６日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２２６４９５ 平成２４年１０月１日 平成２４年１０月１５日



津市告示第２２１号 

 下記の者の平成２３年度及び平成２４年度固定資産税・都市計画税納税通知

書は、住所居所不明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１０月２６日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市告示第２２２号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

  平成２４年１０月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 名称

  御城自治会

２ 規約に定める目的

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

 回覧の回付等区域内の住民相互の連絡

 美化・清掃等区域内外の環境整備

 地域の安全や防犯・自主防災活動

 本会の所有する財産の維持管理

 庭草、山の神等行事の実施

 その他、本会の目的達成に必要な活動

３ 区域

  本会の区域は、津市白山町川口３９番地から４０番地、４１番地３から４

５番地、９８８番地から１０３４番地、１０３５番地４、１０３６番地から

１０６５番地、１０６６番地２から１０７６番地、４８３６番地の区域とす

る。

４ 事務所

  三重県津市白山町川口１０７６番地

５ 代表者の氏名及び住所

  山本 義男

  三重県津市白山町川口１０５５番地

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

 無

  なし

７ 代理人の有無

  なし



８ 規約に定める解散の理由

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号

の規定により解散する。

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得

なければならない。

９ 認可年月日

  平成２４年１０月２９日



津市公告第１４０号

 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条

第１項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しよ

うとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。

 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第４項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域

整備計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することがで

きます。（当該農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要

旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告します。）

また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振

興地域の整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３

項の規定により、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌

日から起算して１５日以内に異議申立てをすることができます。

  平成２４年１０月２２日

 津市長  前 葉 泰 幸  

１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間

  期間 平成２４年１０月２３日から平成２４年１１月２２日まで

時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土・日及び国民

  の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を除
く。）

２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所、意見書の提出先及び異議の申

出先

津市農林水産部農林水産政策課（津市本庁舎６階）

  〒５１４－８６１１

  津市西丸之内２３番１号

  ＦＡＸ番号 ０５９－２２９－３１６８

  Ｅ－ｍａｉｌ 229-3171@city.tsu.lg.jp 
３ 意見書の提出方法、提出に当たっての留意事項

  意見は書面によるものとし、提出先に直接持参するか郵送又はファクシミ  



リ、電子メールにより受け付けます。

  津市の定める様式に住所、氏名、電話番号（法人にあっては、その名称、

代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号）を記載してください。

４ 異議の申出方法、申出に当たっての留意事項

  申出は、書面（任意様式）によるものとし、申出先に直接持参するか、郵

送により申出してください。



津市公告第１４１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１０月２２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１０月１８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居西鷹跡町５５３番１ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市西丸之内９番１８号 

  三交不動産株式会社 

  取締役社長 森口 文生 
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津市公告第１４２号 

 次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

平成２４年１０月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 入札に付する事項 

 件名  市有地売却に係る一般競争入札 

 物件の概要 

２ 入札参加の資格 

入札に参加できる者は、個人及び法人とし、次のいずれにも該当しない者

とします。 

 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による市町村民税（同法の

規定による特別区民税を含む。）、固定資産税及び軽自動車税を滞納し

ている者 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の 3 第 1 項に規定する 

公有財産に関する事務に従事する津市職員 

 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項又は第 2 項各号該当すると認め 

られる者 

 津市が定める津市インターネット公有財産売却ガイドラインおよび

Yahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、

順守できない者 

 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

物件番号 

（区分番号）
所  在  地 地目 面 積 区域区分等 

１ 
津市河芸町上野字

鐘鋳場 3339 番 138 
宅地 256.52 ㎡

市街化調整

区域 

２ 
津市安濃町田端上

野字畑田 8 番 2 
雑種地 200.00 ㎡

都市計画区

域内（非線

引） 
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成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という）に該当する者。法人にあっては、役員等（法人の役員又は

その支店若しくは営業所等を代表する者をいう）が暴力団員に該当する

者 

また、個人又は法人の役員等が、暴力団員でなくなった日から 5 年を経

過しない者 

 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとす

る者 

 暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害

を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者 

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与し

ている者 

 暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している

者 

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している 

 者 

 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合 

でこれらの資格などを有していない者 

 ２０歳未満の者。 

 日本語が理解できない者。 

 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者。 

３ 入札参加申込み 

 入札参加仮申込み 

  ア 仮申込期間 

平成２４年１０月２３日（火）１３時から１１月９日（金）１４時 

まで 

  イ 仮申込の方法 

ヤフー株式会社の提供するインターネット公有財産売却システム（以

下「売却システム」という）から行います。 

 入札参加申込み（本申込み） 
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ア 申込期間 

平成２４年１０月２３日（火）１３時から１１月９日（金）１４時ま

で 

イ 申込の方法 

仮申込みを行った後、次の書類を津市政策財務部財産管理課へ提出し

てください。 

 入札参加申込みに伴う提出書類 

ア 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座

振替依頼書（以下「申込書」という。津市ホームページから、所定の様

式を出力のうえ、実印で押印のこと） 

イ 住民票（法人の場合は、履歴事項全部証明書） 

ウ 印鑑登録証明書（法人の場合は、印鑑証明書。） 

印鑑登録証明書（印鑑証明書）は一般競争入札参加申込書に押印

のもの 

  エ 市町村税完納証明書 

※完納証明書を発行していない市町村の場合は、以下の証明書（い

ずれも平成２３年度分及び平成２４年度分） 

 ･市町村民税の納税証明書又は非課税証明書 

･固定資産税の納税証明書又は非課税証明書 

オ 委任状、受任者本人の印鑑登録証明書及び住民票（代理人により入札

に参加する場合のみ） 

カ 共同入札申出書（一つの財産を複数の者で共有する目的で入札参加す

る場合のみ） 

※ 提出書類のうち、イ・ウ・エについては、いずれも申込日において、

発行後３か月以内のものに限ります。 

※ 複数物件を申し込まれる場合は、提出書類ア、オ、カについては物件

ごとに１部提出、イ、ウ、エについては、１部のみ提出してください。 

※ 一度御提出いただいた書類は、理由にかかわらず一切返却できません。 

 入札参加申込みに当たっての留意事項 

ア 売払物件については、現状での引渡しとなります。現状とは、｢物件

の現在における状況の姿のまま｣との意味であり、その状況を承知のう

え入札してください。申込みに当たっては、関係公募などの閲覧により

十分に調査を行い、必ず現地を事前に確認してください。 



 - 4 -

イ 落札後の契約及び所有権移転登記は、原則として、入札参加申込書に

記載された申込者及び共同入札申出書に記載された共有者の名義で行い

ます。 

ウ 共有で申込みをされる場合、共有者全員が、入札参加の資格を有する

ことが必要です。 

エ 入札参加申込物件の変更及び取下げは、申込みの受付期間内に限って

行うことができます。 

オ 申込受付は、郵送（書留等の記録が残る方法での送付としてくださ

い。）、直接持参にて行ってください。電話（ファックスを含みま

す。）等による申込受付は行いません。 

カ 入札参加申込手続が完了したときは、「本申込完了」に係る電子メー

ルを送信します。 

４ 現地説明会 

  入札物件の現地説明会は開催しませんので、御了承ください。 

※ 随時入札対象物件の敷地を見ていただくことは可能です。 

５ 予定価格（最低入札価格）と入札保証金 

物件番号 

（区分番号）

予定価格 

（最低入札価格） 
入札保証金の額 

１ ６，１７１，２５０円 ６１７，１２５円

２ １，１５４，２５０円 １１５，４２５円

 入札参加希望者は、入札保証金として、上表の右欄に掲げる金額を入札

開始２開庁日前（平成２４年１１月２１日）までに、津市が指定する金

融機関口座から納付してください。金融機関口座については、入札参加

仮申込み手続きを津市が確認した後、電子メールでお知らせします。 

 入札保証金は、入札の終了後に所定の手続きを経て、申込書にて指定さ

れた金融機関口座への振込みにより返金します。 

ただし、落札者については、契約保証金へ充当します。 

 入札保証金には、利息を付しません。 

 落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときは、入札保証

金は、津市に帰属することとなります。 
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６ 入札及び開札 

 入札期間 

  平成２４年１１月２６日（月）１３時から１２月３日（月）１３時まで 

 入札方法 

  売却システムから入札価格を登録して行います。（入札は一度のみ可能

です。） 

 入札をなかったものとする取り扱い 

  地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参

加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、

なかったものとして取り扱うことがあります。 

 入札の中止等 

不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される

場合、又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入

札を中止することがあります。 

７ 落札者の決定 

 売却システムでの入札において、津市が定める予定価格以上の最高の価

格の入札者をもって落札者と決定します。 

なお、予定価格については、最低入札価格を予定価格とします。 

 落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、売却シス

テムにおける自動抽選で落札者を決定します。 

 落札者には、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。 

 入札参加の資格に規定する入札に参加できない者に該当する者が落札

した場合、または、入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定

が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者

に移転しません。 

８ 契約に付す条件 

  買受人に対しては、契約において次の条件を付します。 

 用途制限 

  落札者は、落札した物件を次の用途に供してはなりません。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第
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77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団の事務所の用途 

イ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法

律第 147 号）第 4 条第 2 項に規定する団体のうち、その団体の役職員又

は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものに係

る用途 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第４項に規定する

接待飲食等営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これ

らに類する業に係る用途 

エ 上記の事項に違反したときは、津市は、売払物件を買戻しすることが

できます。この場合、利息を付さずに契約金額で買戻しするものとしま

す。 

    なお、この金額には買受人が投下した一切の費用は、含みません。 

 契約の解除 

ア 買受人が契約書の各条項に違反したとき、又は契約に定められた義務

を履行しないときは、津市は契約を解除することができます。 

イ 上記により契約が解除されたときは、買受人は、津市の指示する期間

内に自己の費用で土地を原状に回復して津市に引き渡さなければなりま

せん。 

９ 契約 

 契約の締結 

落札者は、落札者決定後、契約を締結します。契約手続等の具体的な方

法については、追って連絡いたします。 

 契約書等の提出書類 

 ア 契約書 

   津市から２部送付しますので、２部ともに署名・押印を行い、１部の

みに収入印紙を貼付のうえ、平成２４年１２月２０日（木）までに提出

してください。津市による記名・押印後、１部を落札者へ返送します。

契約は、津市が、落札者より返送された契約書に記名押印したとき確定

します。 

 イ 契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書 

 ウ 所有権移転登記嘱託請求書 
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 エ 市町村が発行する身分証明書 

 オ 登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税

を納付したことを証する領収証書 

  物件毎の登録免許税額は次のとおりです。 

物件番号 

（区分番号） 
登録免許税額 

１ ７８，４００円

２ １７，３００円

 契約保証金 

ア 落札者から提出された契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書に

基づき、入札保証金を契約保証金に充当し、その後、契約保証金を売払

代金に充当します。 

イ 契約者が売買代金を支払期日までに納入しないなどの理由により、契

約を解除した場合は、契約保証金は津市に帰属します。 

10 売買代金の支払期限等 

売買代金{売買代金から契約保証金（入札保証金）を差し引いた残額}は、

平成２４年１２月２５日（火）１４時までに、次の方法のいずれかで津市へ

納付しなければなりません。 

津市が用意する納付書による納付 

津市が指定する金融機関口座への振込みによる納付 

現金の直接持参（持参したその日に納入手続きを行いますので、１４時ま

でに、津市政策財務部財産管理課へ持参してください。 

11 所有権の移転等 

 売買代金の全額納付があったときに所有権が移転するものとし、移転完

了後に土地を引き渡すものとします。 

 売払物件は、現状のまま引き渡すものとし、契約締結後、瑕疵が発見さ

れた場合、津市は一切の責任を負いません。 

 所有権の移転登記は津市が行いますが、所有権の移転登記に必要な登録

免許税額（収入印紙）は、落札者の負担となります。 
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12 契約費用及び公租公課等 

次に掲げる費用については、すべて買受人の負担となります。 

 契約書に貼付する収入印紙（契約金額により変動します。） 

 所有権の移転登記に必要な登録免許税等 

 所有権移転後の公租公課 

 その他契約に要する費用 

 物件引渡以後に必要となる費用 

13 その他 

 入札に参加しようとする方は、記載された事項について熟知しておいて

ください。 

 建物を建築するに当たっては、建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）等による指導がなされ

る場合がありますので、あらかじめ関係機関で確認してください。 

 嵓問い合わせ先 

     津市政策財務部 財産管理課 財産管理担当 

     電話番号 ０５９－２２９－３１２５ 





































































津市公告第１４４号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１０月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１０月２２日

２ 抑留期間 平成２４年１０月３０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市美杉町

川上 
雑 黒 メス 中 

９１日

以上 
首輪：鎖 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１４５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１０月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１０月２３日

２ 抑留期間 平成２４年１０月３０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 津市垂水 コーギー 茶白 オス 中 
９１日

以上 
首輪：赤 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１４６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１０月３０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１０月２６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字東豊久野２９４９番２ほか２３筆、 

椋本字一ツ谷３０４９番１、３０５０番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市幸町２７番３５号 

  株式会社ランド・二十一 

  代表取締役 西浦 義樹 



津市公告第１４７号

 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号）第４条第１項の規定により次のとおり公募します。

  平成２４年１０月３１日

                     津市長 前 葉 泰 幸  

１ 入居資格

  次の各事項の条件を備える者

（１）現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上

  婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）があること。

  ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時

  の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受ける事ができず、又は受

けることが困難であると認められる者を除く。）にあっては、この限りでな

い。

  ア ６０歳以上の者（平成１８年４月１日前に５０歳以上である者を含

む。）

  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障

害者でその障害の程度が次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定

める程度であるもの

  （ア） 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１

     ５号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度

  （イ） 精神障害（知的障害を除く。以下同じ） 精神保健及び精神障害

     者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第

     ３項に規定する１級から３級までのいずれかに該当する程度

  （ウ） 知的障害 （イ）に規定する精神障害の程度に該当する程度 

  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法（大正１２年法律第４８号）

別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ

３の第１款症であるもの

  エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）

   第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

  オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被



保護者

  カ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない者

  キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等

  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１３年

法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第

１条第２項に規定する被害者で（ア）又は（イ）のいずれかに該当する

者

（ア） 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又

は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起

算して５年を経過していない者

（イ） 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命

令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算し

て５年を経過していない者

（２）入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入のある者

Ａ区分住宅 １５８，０００円以下（裁量階層世帯２１４，０００円以下）

Ｂ区分住宅 １１４，０００円以下（裁量階層世帯１３９，０００円以下）

裁量階層世帯・・・・・下記の要件のいずれかに該当する世帯

  ア 申込者又は同居者（予定者を含む。）に障害者基本法（昭和４５年法律

第８４号）第２条に規定する「障害者」であって、次に掲げる障害の程

度の一に該当するものがある場合

  （ア）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の程度が同

法施行規則別表第５号の１級から４級までである者

  （イ）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令

    第１５５号）第６条第３項に規定する１級又は２級の精神障害者

  （ウ）（イ）に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障

害者

  イ 入居予定者全員が６０歳以上（昭和３１年４月１日以前に生まれた方

を含む。）の世帯、又は６０歳以上（昭和３１年４月１日以前に生まれた

方を含む。）の方と１８歳未満の方のみで構成された世帯

  ウ 申込者又は同居者予定者に戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１



６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、当

該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正１２年法律

第４８号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同表第１

号表ノ３の第１款症である者がある場合

  エ 申込者又は同居予定者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

（平成６年法律第１１７号）第１１条第１項の規定による厚生労働大臣

の認定を受けている者がある場合

  オ 申込者又は同居者予定者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日か

ら起算して５年を経過していない者がある場合

  カ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

  ＜収入の算出方法＞

申込者及び同居者予定者の過去１年間における所得税法の例に準じて算

出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を１２で除した額を

収入という。

  （ア）同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円

  （イ）老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円

  （ウ）特定扶養親族１人につき２５万円

  （エ）申込者又はアに規定する者に障がい者がある場合には、障がい者１

人につき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円）

  （オ）申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額）

（３）現に住宅に困窮していることが明らかな者

（４）津市内に住所又は勤務場所を有する者

（５）市町村税等を滞納していない者

（６）申込者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力

団員でないこと。 

２ 受付期間、受付時間及び申込方法

（１）受付期間及び受付時間

   平成２４年１１月１９日（月）から同年１１月２２日（木）までの午前

８時３０分から午後５時１５分までとする。



（２）申込方法

   入居申込は、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書類を持

参し建設部市営住宅課（６階）又は市営住宅課久居分室（津市久居庁舎２

階）へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。

なお、住宅入居申込書は、平成２４年１１月１日（木）から建設部市営  

住宅課及び市営住宅課久居分室で交付する。（ただし、土曜日及び日曜日は

除く。）

  ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課

   税証明書

  イ 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し

  ウ 市町村税の完納証明書

  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙）

  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書

  カ 心身障がい者は手帳、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸

籍謄本）又は社会福祉事務所長の証明書

  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３か月

   間の家賃の領収書の写し

  ク その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。

３ 優先入居者

  次の世帯等は、優先入居住宅に申込みができる。

（１）条例第５条各号に該当する世帯

（２）２０歳未満の子と同居し、扶養している母子世帯及び父子世帯

（３）引揚者世帯（永住帰国を希望する中国残留邦人等の世帯）

（４）老人世帯（６０歳以上の者及び一定条件を有する者のみからなる世帯）

（５）多子世帯（１８歳未満の子が３人以上いる世帯）

（６）心身障がい者世帯（身体障害者手帳１～４級、精神障害者保健福祉手帳

１～２級、療育手帳最重度～中度の交付を受けた者等が含まれる世帯）

４ 選考及び抽選

  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居適格者を選考する。

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公

 開抽選実施要綱に基づき、公開抽選を行い、入居決定者及び入居補欠者を決

 定し、その当選順に希望の住宅を選択する。

 優先入居住宅がある募集住宅の抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居



適格者により優先入居住宅の抽選を行い、続いて一般住宅の抽選を一般入居

適格者と先の優先入居住宅の落選者により、抽選を行う。

  抽選会は、平成２４年１２月２０日（木）を予定

５ 募集住宅及び戸数

  Ａ区分住宅

（１） 白塚団地      ４戸（２）

    津市白塚町５８番地３     鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ

     家賃  １４，９００円 ～ ２９，３００円

（２） 高洲町アパート   ２戸（１）  単身世帯可

津市高洲町２０番３号     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

家賃  １０，６００円 ～ ２０，８００円

（３） ぜにやま団地（単身）２戸（１）  単身世帯可

    津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

     家賃   ７，４００円 ～ １１，９００円

（４） ぜにやま団地（世帯）５戸（２）

津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

プレキャストコンクリート４階建 ３ＤＫ

     家賃   ８，４００円 ～ ２１，０００円

（５） 南阿漕       １戸

    津市阿漕町津興２２２番地８  鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ

     家賃  １５，６００円 ～ ３０，５００円

（６） 藤方団地      ３戸（１）

    津市藤方２９７番地      鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ

    家賃  １２，７００円 ～ ２５，４００円

（７） 一身田アパート（高齢世帯向） １戸

    津市一身田２１３番地１    鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

     家賃  １９，１００円 ～ ３７，５００円

（８） 雲出        １戸

    津市雲出長常町１０２６番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

     家賃  ２５，２００円 ～ ４９，５００円   

（９） 美里第１住宅    １戸

    津市美里町北長野７５２番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ

     家賃  １４，３００円 ～ ２８，１００円



（１０）美里第２住宅    １戸     単身世帯可

    津市美里町北長野５２１番地４ 簡易耐火構造２階建   ３Ｋ

     家賃   ８，０００円 ～ １５，８００円

（１１）相川西団地     １戸

    津市久居野村町２００４番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３Ｋ

     家賃  １０，６００円 ～ ２０，８００円

（１２）新沢田団地     １戸

    津市一志町新沢田１５４番地  準簡易耐火構造平屋建  ３ＤＫ

     家賃  １１，４００円 ～ １７，３００円

Ｂ区分住宅

（１３）大井住宅      １戸 

    津市中河原２００３番地３１  簡易耐火構造２階建   ３ＤＫ

 家賃  １８，０００円 ～ ２３，８００円

（１４）朝汐アパート    １戸     単身世帯可

    津市下弁財町津興８０２番地  鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

     家賃   ７，４００円 ～ ９，７００円

（１５）西城山アパート   ３戸（１）  単身世帯可

    津市城山三丁目１０番１    鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ

     家賃   ８，５００円 ～ １１，３００円

（ ）内は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数

家賃は、平成２４年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯の収入

等に応じた家賃となります。

   また、平成２５年度以降は、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じ

た家賃となります。

６ 入居の時期

  平成２５年２月上旬（予定）



津市公告第１４８号

津市営若者住宅の補充入居者を津市営若者住宅の設置及び管理に関する条例

（平成１８年津市条例２１６号）第３条第１項の規定により次のとおり公募し

ます。

 平成２４年１０月３１日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 入居資格

  次の各事項の条件を備える者

（１）入居時において、夫婦の年齢が４０歳未満の世帯で住宅に困窮している

ことが明らかな者

当該住宅に入居することが確実であり、かつ、善良な市民として定住す

ることが見込まれる者

（２）条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者

（３）市町村税等を滞納していない者

２ 受付期間、受付時間及び申込方法

（１）受付期間及び受付時間

   平成２４年１１月１９日（月）から同年１１月２２日（木）までの午前

８時３０分から午後５時１５分までとする。

（２）申込方法

入居申込みは、若者住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書

類を持参し建設部市営住宅課（６階）又は市営住宅課久居分室（津市久居

庁舎２階）へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。

なお、若者住宅入居申込書は、平成２４年１１月１日（木）から建設部

市営住宅課及び市営住宅課久居分室で交付する。（ただし、土曜日及び日曜

日は除く。）

ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課

税証明書

イ 申請者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し

ウ 市町村税の納税証明書

エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課所定の用紙）

オ その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。



３ 選考及び抽選

  提出された申込書をもとに、入居適格者を選考する。

  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、公開抽選会を行

い、入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択す

る。

  抽選会は、平成２４年１２月１９日（水）を予定

４ 募集住宅及び戸数

（１）コミュニティ持経   １戸

   津市美杉町竹原１５５番地１  木造かわらぶき２階建 ３ＬＤＫ

    家賃 ３２，０００円

（２）コミュニティ瑞穂   ２戸

津市美杉町太郎生１９３９番地 木造かわらぶき２階建 ３ＬＤＫ  

家賃 ３２，０００円

５ 入居の時期

  平成２５年２月上旬（予定）



津市公告第１４９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１０月３１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１０月２９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市幸町２８９番１ほか１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市丸之内９番１８号 

  三交不動産株式会社 

  取締役社長 森口 文生 



津市公告第１５０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１０月３１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１０月２９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市藤方字黒木１６番５ほか７筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  多気郡明和町大字金剛坂１３５６番地 

  株式会社池田建設 

  代表取締役 池田幸弘 



津市公告第１５１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１０月３１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１０月２９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居野村町字北小膳田９００番１５、９００番１６ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  三重郡菰野町大字菰野１６９０番地１ 

  伊藤守孝、伊藤清美 



津市水道局公告第１４号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年１０月２２日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 









津市教育委員会告示第１０号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２４年１０月１７日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２４年１０月１８日（木）午後３時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部の改正について

（２）津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部の改正について

（３）津市文化財保護審議会委員の委嘱について



津市選挙管理委員会告示第５６号

 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規

定により、高郷井土地改良区総代会総代選挙の総選挙を次のとおり定

めたので、同条第３項及び第４項の規定により告示する。

  平成２４年１０月１６日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙期日       平成２４年１０月２３日

２ 投票の時間      午前８時３０分から午後５時００分まで

３ 選挙すべき総代の数  第一選挙区   ２０人

             第二選挙区   １３人

             第三選挙区    ２人



津市選挙管理委員会告示第５７号

 平成２４年１０月２３日執行の高郷井土地改良区総代会総代選挙に

おける選挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合にお

いて、その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、土地改良

法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告

示する。

  平成２４年１０月１６日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

選挙区 住     所 氏  名 

第一選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  井上 常雄 

第二選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  森田 定 

第三選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  太田 泰弘 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者 

選挙区 住     所 氏  名 

第一選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 繁昭 

第二選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 原田 忠一 

第三選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 福田 修 



津市選挙管理委員会告示第５８号

 平成２４年１０月２３日執行の高郷井土地改良区総代会総代選挙に

おける選挙立会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭

和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２４年１０月１６日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

選挙立会人

選挙区 住     所 氏  名

第一選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  太田 祥嗣 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  山本 孝昭 

第二選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  山口 昭 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  乙部 實 

第三選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  増田 年秋 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  服部 健 



津市選挙管理委員会告示第５９号

 平成２４年１０月２３日執行の高郷井土地改良区総代会総代選挙に

おける選挙長の行う告示は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

  平成２４年１０月１６日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

  掲示場    第一選挙区   津市高茶屋出張所

         第二選挙区   同上

         第三選挙区   同上



津市選挙管理委員会告示第６０号

 平成２４年１０月２３日執行の高郷井土地改良区総代会総代選挙に

おいて次の者が当選人となったので土地改良法施行令（昭和２４年政

令第２９５号）第２１条第２項の規定により告示する。

  平成２４年１０月２５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記 

別紙のとおり 



第　一　選挙区 第　二　選挙区

当選者氏名 住所 当選者氏名 住所

井上　重德 津市高茶屋二丁目40番28号 松尾　清 津市藤方1340番地1

門口　信男 津市高茶屋二丁目44番30号 須賀谷　清 津市藤方443番地2

梅田　伸 津市高茶屋二丁目54番4号 原田　一夫 津市藤方1453番地

太田　英樹 津市高茶屋二丁目53番8号 山口　孝三 津市藤方423番地

鎌田　昭博 津市高茶屋二丁目40番39号 奥山　晃秀 津市藤方376番地

太田　均 津市高茶屋二丁目53番18号 山脇　英一 津市藤方391番地1

佐藤　研一 津市高茶屋四丁目38番20号 鈴木　耕治 津市藤方1115番地

横山　幸生 津市高茶屋二丁目1番14号 松下　和夫 津市藤方1149番地

大西　義人 津市高茶屋二丁目6番5号 木下　善長 津市藤方1137番地

稲垣　典洋 津市高茶屋二丁目3番23号 小堀　一成 津市藤方1120番地

田中　泰夫 津市高茶屋二丁目9番13号 市川　静男 津市垂水847番地

奥山　勘五郎 津市高茶屋一丁目28番15号 山本　秀壽 津市垂水1056番地1

鈴木　和男 津市高茶屋小森町92番地3 水谷　清 津市垂水1055番地

奥山　吉孝 津市高茶屋一丁目18番7号

世古　集 津市高茶屋一丁目31番5号 第　三　選挙区

北山　幹雄 津市高茶屋小森町1233番地 当選者氏名 住所

奥山　清志 津市高茶屋一丁目2番24号 花井　美博 津市雲出島貫町134番地

堤　武和 津市高茶屋小森町917番地 福田　元弘 津市雲出本郷町1304番地

松岡　孝剛 津市高茶屋一丁目9番9号

中尾　敏秋 津市高茶屋一丁目12番8号



津市選挙管理委員会告示第６１号

 平成２４年１０月２３日執行の高郷井土地改良区総代会総代選挙に

おいて次の者に当選証書を付与したので土地改良法施行令（昭和２４

年政令第２９５号）第２２条第２項の規定により告示する。

  平成２４年１０月２５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記

別紙のとおり



第　一　選挙区 第　二　選挙区

当選者氏名 住所 当選者氏名 住所

井上　重德 津市高茶屋二丁目40番28号 松尾　清 津市藤方1340番地1

門口　信男 津市高茶屋二丁目44番30号 須賀谷　清 津市藤方443番地2

梅田　伸 津市高茶屋二丁目54番4号 原田　一夫 津市藤方1453番地

太田　英樹 津市高茶屋二丁目53番8号 山口　孝三 津市藤方423番地

鎌田　昭博 津市高茶屋二丁目40番39号 奥山　晃秀 津市藤方376番地

太田　均 津市高茶屋二丁目53番18号 山脇　英一 津市藤方391番地1

佐藤　研一 津市高茶屋四丁目38番20号 鈴木　耕治 津市藤方1115番地

横山　幸生 津市高茶屋二丁目1番14号 松下　和夫 津市藤方1149番地

大西　義人 津市高茶屋二丁目6番5号 木下　善長 津市藤方1137番地

稲垣　典洋 津市高茶屋二丁目3番23号 小堀　一成 津市藤方1120番地

田中　泰夫 津市高茶屋二丁目9番13号 市川　静男 津市垂水847番地

奥山　勘五郎 津市高茶屋一丁目28番15号 山本　秀壽 津市垂水1056番地1

鈴木　和男 津市高茶屋小森町92番地3 水谷　清 津市垂水1055番地

奥山　吉孝 津市高茶屋一丁目18番7号

世古　集 津市高茶屋一丁目31番5号 第　三　選挙区

北山　幹雄 津市高茶屋小森町1233番地 当選者氏名 住所

奥山　清志 津市高茶屋一丁目2番24号 花井　美博 津市雲出島貫町134番地

堤　武和 津市高茶屋小森町917番地 福田　元弘 津市雲出本郷町1304番地

松岡　孝剛 津市高茶屋一丁目9番9号

中尾　敏秋 津市高茶屋一丁目12番8号


